
次期感染症サーベイランスシステム説明会



１．次期感染症サーベイランスシステムの概要

２．システム登録方法について

３．システムでの作業内容の説明



次期感染症サーベイランスシステムの概要

感染症サーベイランスシステム（NESID）とは？

感染症発生動向調査として実施されている

・感染症法第12条～第14条に基づく発生届出

・感染症法第15条に基づく積極的疫学調査に関する情報 等

⇒ これら内容を入力するためのシステム

※ 新型コロナウイルス感染症で使用している「HER-SYS」とは別

感染症発生動向調査とは？

感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への
迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・
治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止すること
を目的としている
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感染症法第12条 医師の届出

一類～四類感染症、五類感染症の一部、新型インフルエンザ等感染症 等

感染症法第13条 獣医師の届出

届出を行う感染症と対象となる動物

感染症法第14条 指定届出機関からの届出

定点医療機関からの報告（小児科、内科、眼科、性感染症、基幹、疑似症）等

感染症法第15条 積極的疫学調査

感染症法第16条 情報の公表
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感染症法第12条 医師の届出
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感染症法第13条 獣医師の届出

感染症の種類 罹患（疑い）動物又は動物の死体 感染症法上の分類

エボラ出血熱 サル 一類

マールブルグ病 サル 一類

ペスト プレーリードッグ 一類

重症急性呼吸器症候群（SARS） イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン 二類

細菌性赤痢 サル 三類

ウエストナイル熱 鳥類 四類

エキノコックス症 犬 四類

結核 サル 二類

鳥インフルエンザ 鳥類 二類

中東呼吸器症候群（MERS） ヒトコブラクダ 二類
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感染症法第14条 指定届出機関からの届出
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次期システムの導入に関する厚生労働省からの通知

○ 令和４年５月16日付け

運用開始予定日：令和４年10月11日（火）

自治体ごとに令和４年10月以降に、順次オンライン入力を開始

○ 令和４年６月９日付け

利用予定の端末からのネットワーク疎通確認期間（７月７～15日）

○ 令和４年８月５日付

運用開始予定日：令和４年10月31日（月）に延期

医療機関等の利用者アカウント発行：令和４年８月29日～

行政向け、医療機関等向け厚生労働省主催の研修会の案内
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厚生労働省主催 医療機関等向けの研修会の開催案内

※ これら研修会への参加には、「利用者アカウント」の保有が前提

研修内容をまとめた動画は９月29日を目処に公開予定

⇒ まずは「利用者アカウント」の発行が必要になります！

研修の対象 開催日時 開催方法/参加上限 主な内容

医療機関

動物診療施設

9/15(木) 14時～15時半
9/21(水) 14時～15時半
9/22(木) 14時～15時半

Zoom

（各回500名）

○システム全体の概要

○業務共通サブシステム
・ログイン方法、パスワード・二要素認証の変更方法、
画面構成ほか

○感染症発生動向調査サブシステム
・全数報告・定点報告・動物の感染症の登録方法
・ID管理（積極的疫学調査・健康観察等）

○異常事象検知サーベイランスサブシステム
・入院サーベイランスと疑似症サーベイランス
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次期システムの運用開始日

令和４年10月31日から（延期する場合は１ヶ月以上前に通知予定）

※ 新型コロナウイルス感染症で使用しているHER-SYSはそのまま

HER-SYSのアカウントは次期システムでは使用できません

何が変わるのか

これまで 管轄保健所へFAX等による届出

これから インターネットによるオンライン入力

※ これまでどおりFAX等による届出も可

新興・再興感染症の発生に備えた機能の追加

健康観察機能の追加
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今後、
HER-SYSは
NESIDへ
【時期未定】
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ワクチン・検査推進課

各保健所
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今後の流れ

１．各医療機関等から利用者アカウントの申請

申請先：種別により自治体窓口が異なるので注意！

定点報告医療機関 ⇒ ワクチン・検査推進課

全数報告医療機関 ⇒ 管轄保健所

飼育動物飼養施設 ⇒ 管轄保健所

送付資料：「システム使用申請様式」（エクセルファイル）

入手方法：メールアドレスを事前登録している施設 ⇒ メール

メールアドレスを登録していない施設 ⇒ 県ＨＰから

（URL）https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/yobou/1701.htm
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今後の流れ

２．各医療機関等にて「システム使用申請様式」に必要情報を

入力し、それぞれの自治体窓口にメールで送付

３．自治体窓口にて、システム上で施設毎のアカウントの発行作業

４．自治体窓口から各医療機関等へアカウント情報をメールで送付


